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合同会社鈴木商店定款 

第1章 総則 

（商号） 

第1条 当会社は、合同会社鈴木商店と称する。 

（目的） 

第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。 

(1）人材育成のための教育、研修及び指導業務 

(2）人材育成に関する助言及びコンサルティング業務 

(3）地域活性化及び地方創生支援業務 

(4）オープンイノベーション支援業務 

(5）産学連携支援業務 

(6）前各号に附帯又は関連する一切の事業 

（本店所在地） 

第3条 当会社は、本店を長崎県対馬市に置く。 

（公告方法） 

第4条 当会社の公告は官報に掲載する方法により行う。 

（定款の変更） 

第5条 本定款は総社員の同意によって変更することができる。 

2 社員が2名以上ある場合に前項の変更をする際に、社員に下記のいずれかの事由が生じている間 

は、当該社員の同意は不要とする。 

(1）認知症、病気、事故、精神上の障害などによる判断能力の喪失 

(2）行方不明 

(3）その他同意の意思表示ができない事由 

3 前項の規定は、法令または定款において社員の同意、承諾または互選を要する場合に準用する。 

この場合において、第2項中「同意」とあるのは、「承諾」または「互選」と読み替える。 

第2章 社員及び出資 

（社員の氏名、住所、出資及び責任） 

第6条 社員の氏名、住所及び出資の価額並びに責任は次のとおりである。 

金壱円 長崎県対馬市上対馬町西泊1302番地3 有限責任社員 堤憲太郎 

金壱円 福岡県古賀市舞の里1-18 -13 有限責任社員 大神健治 
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金九十九万九千九百九十ハ円 福岡県福岡市中央区六本松3-12 -2 有限責任社員 上田真也 

（持分の譲渡制限） 

第7条 社員は、代表社員の承諾がなければ、その持分の全部または一部を他人に譲渡することがで 

きない。 

2 前項に伴う本定款の変更は、本定款第5条の規定にかかわらず、代表社員の同意によってするこ 

とができる。 

3 前2項の規定は、代表社員に事故があるときは、他の業務執行社員がこれに代わる（以下、本定 

款において、代表社員が行うべき行為の定めがある場合において同様とする。） 

第3章 業務執行権及び代表権 

（業務執行の権利義務） 

第8条 当会社の業務執行社員は、次のとおりとする。 

業務執行社員 堤憲太郎 

（代表社員） 

第9条 当会社の代表社員は、次のとおりとする。 

代表社員 堤憲太郎 
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（利益相反取引の特則） 

第10条 業務執行社員が会社法第595条第1項の取引をする場合は、代表社員の承認を受けなけ 

ればならない。 

2 代表社員が会社法第595条第1項の取引の当事者である場合は、同法同項の承認があったもの 

とみなす。 

（業務執行社員の報酬） 

第1 1 条 業務執行社員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 

は、総社員の同意をもって定める。 

第4章 社員の加入及び退社 

（社員の加入） 

第12条 新たに社員を加入させる場合は、総社員の同意によって定款を変更しなければならない。 

（任意退社） 

第13条 各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、 

各社員は、3ケ月前までに会社に退社の予告をしなければならない。 



2 前項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することが 

できる。 

（法定退社及びその特例） 

第14条 各社員は会社法第607条の規定により退社する。 

2 前項の規定にかかわらず、社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合においては当該社員 

の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継することとする。 

第5章 計算 

（事業年度） 

第15条 当会社の事業年度は、毎年10月1日から9月30日までとし、事業年度末日の翌日から 

3ケ月以内に決算を確定する。 

（損益分配） 

第16条 社員の利益分配の割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。 

2 社員の損失分配の割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。 

第6章 その他附則 

（解散の事由） 

第17条 当会社は、次の事由によって解散する。 

d）総社員の同意 

(2）会社の合併 

(3）社員全員の退社 

(4）会社の破産 

(5）解散を命ずる裁判 

（定款に定めのない事項） 

第18条 この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。 

上記は当会社の現行定款に相違ありません。 

令和3年5月2 

合同会社鈴木 

代表社員 堤憲 


